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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　トレーダーの取引注文を管理するためのシステムであって、当該システムは、
　プロセッサと、
　該プロセッサに通信可能に結合されるメモリと、を有しており、
　該メモリは、前記メモリ内で第１のトレーダーに関連付けられ、且つ１人又はそれ以上
の他のトレーダーを指定するトレーダーリストを格納し、
　前記メモリは、命令をさらに格納し、該命令が前記プロセッサによって実行されると、
前記プロセッサに、
　　　前記プロセッサに結合されたコンピュータからネットワークを介して第１のトレー
ダーからの取引注文を受信し、
　　　第１のトレーダーからの前記取引注文を受信した後に、該取引注文を複数のトレー
ダーに送信することであって、該複数のトレーダーには、前記トレーダーリストにより指
定された１人又はそれ以上トレーダーのいずれも含まれない、送信し、
　　　特定のトレーダーから特定の取引注文を受信し、
　　　少なくとも２つの取引注文を、前記トレーダーリストによって指定されていない対
応する少なくとも２人のトレーダーから受信し、
　　　前記特定の取引注文及び前記少なくとも２つの取引注文を第１のトレーダーに送信
し、
　　　前記特定のトレーダーが前記トレーダーリストにより指定されていることを判定し
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、
　　　前記特定のトレーダーが前記トレーダーリストにより指定されているという判定に
基づいて、前記特定の取引注文の表示装置における表示を、前記少なくとも２つの取引注
文の前記表示装置における表示に対して淡色化表示又は強調表示させる、ように指示し、
　前記１人又はそれ以上の他のトレーダーを指定する前記トレーダーリストは、第１のト
レーダーから前記取引注文を受信する動作、前記特定のトレーダーから前記特定の取引注
文を受信する動作、及び前記対応する少なくとも２人のトレーダーから前記少なくとも２
つの取引注文を受信する動作の前に、格納され、前記プロセッサは、過去の取引履歴から
第１のトレーダーの１つ又はそれ以上の嗜好を表す条件を満たす前記特定のトレーダーを
自動的に判定して前記特定のトレーダーを前記トレーダーリストに自動的に指定するよう
設定される、
　システム。
【請求項２】
　前記取引注文は、第１の取引商品のための第１の取引注文であり、前記トレーダーリス
トは、前記メモリ内で第１の取引商品に関連付けられる第１のトレーダーリストであり、
第１のトレーダーは、前記メモリ内で第２のトレーダーリストにさらに関連付けられ、第
２のトレーダーリストは、前記メモリ内で第２の取引商品に関連付けられ、第２のトレー
ダーリストは、１人又はそれ以上のトレーダーを指定する、請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
　前記取引注文は、第１の取引商品のための第１の取引注文であり、前記トレーダーリス
トは、前記メモリ内で第１の取引商品に関連付けられる第１のトレーダーリストであり、
前記複数のトレーダーは、第１の複数のトレーダーであり、第１のトレーダーは、前記メ
モリ内で第２のトレーダーリストにさらに関連付けられ、第２のトレーダーリストは、前
記メモリ内で第２の取引商品に関連付けられ、第２のトレーダーリストは、１人又はそれ
以上のトレーダーを指定し、
　前記命令は、前記プロセッサによって実行されると、該プロセッサに、
　　　第２の取引商品のための第２の取引注文を第１のトレーダーから受信し、
　　　第２の取引注文を第２の複数のトレーダーに送信することであって、第２の複数の
トレーダーは、第２トレーダーリストによって指定された１人又はそれ以上のトレーダー
のいずれも含まない、送信し、
　　　第２取引注文を、第２のトレーダーリストによって指定された１人又はそれ以上の
トレーダーに送信するのを防止する、ようにさらに指示する、請求項１に記載のシステム
。
【請求項４】
　第２のトレーダーリストは、第１のトレーダーリストとは異なる、請求項３に記載のシ
ステム。
【請求項５】
　前記取引注文は、第１の取引注文であり、前記トレーダーリストは、第１のトレーダー
リストであり、
　前記命令は、前記プロセッサによって実行されると、該プロセッサに、
　　　第２のトレーダーから第２の取引注文を受信することであって、第２のトレーダー
は、前記メモリ内で少なくとも第１のトレーダーを指定する第２のトレーダーリストに関
連付けられる、受信し、
　　　第２の取引注文を、第１のトレーダーを含まない複数のトレーダーに送信し、
　　　第２の取引注文を第１のトレーダーに送信するのを防止する、ようにさらに指示す
る、請求項１に記載のシステム。
【請求項６】
　前記取引注文は、取引商品のための注文であり、
　前記命令は、前記プロセッサによって実行されると、該プロセッサに、
　　　第１のトレーダーと前記指定された１人又はそれ以上のトレーダーとの間の前記取
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引商品のための取引の実行を防止する、ようにさらに指示する、請求項１に記載のシステ
ム。
【請求項７】
　前記取引注文は、第１のトレーダーからの注文価格入力の一部である、請求項１に記載
のシステム。
【請求項８】
　前記注文価格入力は、前記メモリ内で特定の取引商品に関連付けられ、且つ第１のトレ
ーダーからの前記特定の取引商品の少なくとも入手可能な量を表す実質的にリアルタイム
のデータストリームである、請求項７に記載のシステム。
【請求項９】
　前記指定された１人又はそれ以上のトレーダーのそれぞれは、前記特定の取引商品を取
引することを専門とするマーケットメーカである、請求項８に記載のシステム。
【請求項１０】
　前記命令は、前記プロセッサによって実行されると、該プロセッサに、
　　　前記取引注文を送信する前に、前記メモリ内で少なくとも１人の指定されたトレー
ダーに関連付けられる少なくとも１つのトレーダープロファイルに少なくとも部分的に基
づいて、前記トレーダーリストを生成する、ようにさらに指示する、請求項１に記載のシ
ステム。
【請求項１１】
　前記１つ又はそれ以上のトレーダーの嗜好の少なくとも１つが、前記メモリ内で取引量
の閾値に関連付けられ、前記少なくとも１つのトレーダープロファイルは、前記メモリ内
で前記少なくとも１人の指定されたトレーダーに関連付けられる取引量を含み、該取引量
は、前記取引量の閾値を満たす、請求項１０に記載のシステム。
【請求項１２】
　前記１つ又はそれ以上のトレーダー嗜好の少なくとも１つが、前記メモリ内で取引商品
に関連付けられ、前記メモリ内で前記少なくとも１人の指定されたトレーダーに関連付け
られた前記少なくとも１つのトレーダープロファイルは、前記少なくとも１人の指定され
たトレーダーが前記取引商品の取引を専門とすることを示す、請求項１０に記載のシステ
ム。
【請求項１３】
　前記１つ又はそれ以上のトレーダー嗜好の少なくとも１つが、前記メモリ内で特定の取
引活動に関連付けられ、前記メモリ内で前記少なくとも１人の指定されたトレーダーに関
連付けられた前記少なくとも１つのトレーダープロファイルは、前記少なくとも１人の指
定されたトレーダーが前記特定の取引活動に関与したこと示す、請求項１０に記載のシス
テム。
【請求項１４】
　前記命令は、前記プロセッサによって実行されると、該プロセッサに、
　前記取引注文を送信する前に、第１のトレーダーから少なくとも１人のトレーダーの選
択を受信し、
　第１のトレーダーの前記少なくとも１人のトレーダーの選択に基づいて、前記トレーダ
ーリストを生成することであって、該トレーダーリストは、前記少なくとも１人のトレー
ダーを含むように生成される、生成する、ようにさらに指示する、請求項１に記載のシス
テム。
【請求項１５】
　前記命令は、前記プロセッサによって実行されると、該プロセッサに、
　前記指定された１人又はそれ以上のトレーダーによる前記取引注文の実行を防止する、
ようにさらに指示し、
　前記指定された１人又はそれ以上のトレーダーによる前記取引注文の実行を防止する動
作は、前記指定された１つ又はそれ以上のトレーダーへのデータ送信による前記取引注文
のフィルタリングを含む、請求項１に記載のシステム。
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【請求項１６】
　インタフェースサーバに通信可能に結合され、命令を格納するインタフェースサーバの
メモリをさらに含み、
　前記命令は、前記インタフェースサーバによって実行されると、該インタフェースサー
バに、前記取引注文を前記指定された１人又はそれ以上のトレーダーに送信するのを防止
する、ように指示する、請求項１に記載のシステム。
【請求項１７】
　第１のトレーダーの取引注文を管理するためのシステムであって、当該システムは、
　プラットフォーム・サーバと、
　該プラットフォーム・サーバに通信可能に結合され、命令を格納するプラットフォーム
・サーバのメモリであって、前記命令は、前記プラットフォーム・サーバによって実行さ
れると、該プラットフォーム・サーバに、
　　　第１のトレーダーから取引注文を受信することであって、第１のトレーダーは、前
記メモリ内で１人又はそれ以上の他のトレーダーを指定するトレーダーリストに関連付け
られる、受信し、
　　　第１のトレーダーから前記取引注文を受信した後に、前記取引注文を複数のトレー
ダーに送信する、ように指示する、プラットフォーム・サーバのメモリと、
　前記メモリ内で前記トレーダーリストにより指定された少なくとも１人のトレーダーに
関連付けられるインタフェースサーバと、
　該インタフェースサーバに通信可能に結合され、命令を記憶するインタフェースサーバ
のメモリであって、前記命令は、前記インタフェースサーバによって実行されると、該イ
ンタフェースサーバに、
　　　前記トレーダーリストを格納し、
　　　前記取引注文を前記トレーダーリストにより指定された前記少なくとも１人のトレ
ーダーに送信するのを防止し、
　　　特定のトレーダーから特定の取引注文を受信し、
　　　少なくとも２つの取引注文を、前記トレーダーリストにより指定されていない対応
する少なくとも２人のトレーダーから受信し、
　　　前記特定の取引注文及び前記少なくとも２つの取引注文を第１のトレーダーに送信
し、
　　　前記特定の取引注文が前記トレーダーリストにより指定されていることを判定し、
　　　前記特定の取引注文が前記トレーダーリストにより指定されているという判定に基
づいて、前記特定の取引注文の表示を前記少なくとも２つの取引注文の表示に対して淡色
化表示又は強調表示させる、ように指示する、インタフェースサーバのメモリとを有して
おり、
　前記１人又はそれ以上の他のトレーダーを指定する前記トレーダーリストは、第１のト
レーダーから前記取引注文を受信する動作、前記特定のトレーダーから前記特定の取引注
文を受信する動作、及び前記対応する少なくとも２人のトレーダーから前記少なくとも２
つの取引注文を受信する動作の前に、格納され、前記プラットフォーム・サーバは、過去
の取引履歴から第１のトレーダーの１つ又はそれ以上の嗜好を表す条件を満たす前記特定
のトレーダーを自動的に判定して前記特定のトレーダーを前記トレーダーリストに自動的
に指定するよう設定される、
　システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、概して電子取引に関し、特に予約サイズを有する取引注文を中継する電子取
引システムにおいてトレーダーリストを用いるシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
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　近年、電子取引システムは、様々なアイテム（商品、サービス、金融商品及び商品取引
等）の取引について広く支持されている。例えば、金融商品及び商品取引（株式、債券、
通貨、先物契約、石油及び金等）の取引を容易にする電子取引システムが作られている。
【０００３】
　これらの電子取引システムの多くは入札／売り出し処理を使用する。入札／売り出し処
理では、受動側（passive　side）により入札及び売り出しがシステムに対して提示され
、能動側（aggressive　side）によりこれらの入札及び売り出しがヒット（hit）又はリ
フト（lift）（又はテイク（take））される。例えば、受動的な取引相手は、特定の取引
商品を購入するために“入札（bid）”を提示することが可能である。このような入札に
応じて、能動側の取引相手は、所定の価格で最初の取引相手に対して取引商品を販売する
意思を示すために“ヒット（hit）”を提示し得る。代替として、受動側の取引相手は、
所定の価格で特定の取引商品を販売するために“売り出し（offer）”を提示し、能動側
の取引相手は、所定の価格で能動側の取引相手から取引商品を購入する意思を示すために
、売り出しに応じて“リフト（又は“テイク（take）”）”を提示することが可能である
。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明の目的は、電子取引システムにおいてネットワークトラヒックを低減するシステ
ムを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　この目的は、同時提出の特許請求の範囲における独立請求項に記載している特徴により
達成することができる。更なる特徴については、従属請求項に記載している。本発明によ
れば、従来の電子取引システムに関連する欠点及び課題が実質的に低減又は除去すること
ができる。
【０００６】
　一実施形態では、取引注文を管理するシステムは、第１トレーダーに関連する、そして
一人又はそれ以上のトレーダーを指定するトレーダーリストを格納するように動作可能な
メモリを有する。このシステムは、メモリに通信可能であるように結合され、第１トレー
ダーから取引注文を受信するように動作可能であるプロセッサを更に有し、その取引注文
は、第１取引商品の注文数についてのものである。プロセッサは、注文数の第１部分及び
第２部分を決定するように更に動作可能である。プロセッサは、複数のトレーダーに対し
て注文数の第１部分を公開するように更に動作可能である。設定可能な条件が満たされる
場合、プロセッサは、トレーダーリストにより指定されない一人又はそれ以上のトレーダ
ーに対して注文数の第２部分を公開するように、そしてトレーダーリストからの一人又は
それ以上の指定されたトレーダーに対して注文数の第２部分の公開がされないよう更に動
作可能である。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明の様々な実施形態は、多数の技術的利点を享受し得る。１つ以上の実施形態は、
以下に説明する技術的利点の一部又は全部を享受してもよく、享受しなくてもよい点に留
意すべきである。
【０００８】
　１つの技術的利点は、トレーダーリストがネットワークトラヒックを低減し、電子取引
システムでデータスループットを増加させることである。この技術的利点は、マーケット
メーカが電子取引システムの取引プラットフォームに取引注文又は注文価格入力を提示す
るとき、明らかである。トレーダーリストを用いない取引システムでは、取引プラットフ
ォームは、マーケットメーカが取引することを好まないトレーダーに対してさえ、取引シ
ステムで各々のトレーダーに取引注文又は注文価格入力を送信する。取引注文又は注文価
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格入力が取引システムで各々のトレーダーに送信されるために、高水準のネットワークト
ラヒックがもたらされる。それに対して、トレーダーリストを用いる電子取引システムに
おいては、マーケットメーカが取引注文又は注文価格入力を提示するとき、取引プラット
フォームは、特定トレーダーリストによって指定されていないトレーダーのみに対して、
取引注文又は注文価格入力を送信する。ネットワークトラヒックは、それ故、取引注文又
は注文価格入力が取引システムでは各々のトレーダーに送信されないために、低減される
。このネットワークトラヒックにおける低減は、電子取引システムにおけるデータスルー
プットを増加させることが可能である。
【０００９】
　他の利点は、取引に関連するリスクの管理で、トレーダーリストがトレーダーを支援す
ることである。例えば、特定のトレーダーは、非常に特殊なトレーダーによる取引は利益
が上がらない可能性があることを認識している。この認識に基づいて、その特定のトレー
ダーは、彼が取引したいと思わないかなり特殊なトレーダーを指定するトレーダーリスト
を構成することが可能である。その特定なトレーダーが、取引注文及び／又は取引価格入
力を提示するとき、取引プラットフォームは、そのトレーダーリストにより指定されてい
るトレーダーを除いて、取引システムで他のトレーダーに取引注文及び／又は注文価格入
力を送信することが可能である。それ故、取引プラットフォームは、その特定のトレーダ
ーが利益が上がらないと考える取引を回避することが可能である。
【００１０】
　他の利点は、取引プラットフォームは、トレーダーリストを用いることにより、迷惑で
あると思われる小さい取引を制限する又は排除することが可能であることである。例えば
、特定のトレーダーは、取引注文として、大量の特定取引商品を取引するように注文を提
示することが可能である。トレーダーリストを有しないシステムにおいては、小規模のト
レーダーは取引注文を受信し、その取引注文の全量の比較的小さい部分を取引するように
試みる。その取引注文を提示したその特定のトレーダーは、そのような小さい取引を迷惑
であると思う可能性がある。そのような迷惑を排除するように、取引プラットフォームは
、大きい入札又は売り出しの比較的小さい部分に対して取引する傾向にある、取引システ
ムにおけるトレーダーを指定するトレーダーリストをその特定のトレーダーが設定するこ
とを可能にする。従って、その特定のトレーダーが取引注文を提示するとき、取引プラッ
トフォームは、そのトレーダーリストにより指定されるそれらの小口のトレーダーを除い
て、取引システムで他のトレーダーに取引注文を送信することが可能である。従って、取
引プラットフォームは、トレーダーがトレーダーリストを設定することを可能にすること
により、リスクの管理及び迷惑な種類の取引の回避においてトレーダーを支援することが
可能である。
【００１１】
　他の利点は、以下の図面、詳細な説明及び特許請求の範囲から当業者に容易に明らかに
なる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明による取引システムの一実施形態を示す図である。
【図２Ａ】本発明の特定の実施形態による、トレーダープロファイルの実施例を示す図で
ある。
【図２Ｂ】本発明の特定の実施例による、取引プラットフォームとトレーダーとの間の動
作の流れの実施例を示す図である。
【図２Ｃ】本発明の特定の実施例による、取引プラットフォームとトレーダーとの間の動
作の流れの実施例を示す図である。
【図３】本発明の特定の実施例により、取引注文を処理するようにトレーダーリストを作
成して、用いるフローチャートである。
【図４】本発明の特定の実施例による、取引注文を表示部分及び保持部分に分割するトレ
ーダープロファイルの実施例を示す図である。
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【図５】本発明の特定の実施例による、取引注文を表示部分及び保持部分に分割するトレ
ーダープロファイルの実施例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　本発明及びその利点の完全なる理解のため、例示として、添付図面と共に以下の説明に
言及が行われる。
【００１４】
　図１は、本発明の特定の実施形態による取引システム10を示している。システム10は、
１つ以上の通信ネットワーク20により取引プラットフォーム18に結合された１つ以上の端
末14を有してもよい。一般的に、取引システム10は、トレーダー12から取引注文24を受信
して処理してもよい。より具体的には、取引システム10は、特定のトレーダー12が取引し
たいと思わない一人又はそれの他のトレーダー12を指定するトレーダーリスト44を、特定
のトレーダーのために生成してもよい。その特定のトレーダー12から取引注文２４を受信
するとき、取引システム10は、その特定のトレーダー12に関連するトレーダーリスト44に
より指定されているトレーダー12に対するその受信された取引注文２４を送信しないよう
にしてもよい。取引プラットフォーム18は、取引注文24を処理するようにトレーダーリス
ト44を用いることにより、トレーダー12と、トレーダーリスト44により指定されているト
レーダー12との間の取引の回避において、トレーダー12を支援してもよい。
【００１５】
　取引システム10は、１つ以上の端末14を有する。端末14は、取引システム10の１つ以上
の要素（取引プラットフォーム18等）にアクセスするためにトレーダー12により使用され
ルことが可能である何らかの適切なローカル又は遠隔のエンドユーザ装置を表す。端末14
は、コンピュータ、ワークステーション、電話、インターネットブラウザ、電子手帳、携
帯情報端末（PDA）、ページャ、又はシステム10の他の構成要素との情報を受信、処理、
格納及び／又は通信することができる他の適切な装置（有線、無線又はこれらの双方）、
構成要素若しくは要素を有してもよい。端末14はまた、特定の構成及び配置に従って、デ
ィスプレイ、マイクロフォン、キーボード、又は他の適切な端末装置のような何らかの適
切なユーザインタフェースを有してもよい。取引プラットフォーム18に通信可能に接続さ
れた如何なる数の端末14が存在してもよいことが分かる。
【００１６】
　ある実施形態では、端末14は、インタフェースサーバ15に通信可能に結合されてもよい
。一般的に、インタフェースサーバ15は、端末14と取引プラットフォーム18との間で取引
注文24と注文価格入力26と市場データとを送信するように動作可能である。特定のトレー
ダー12について端末14に結合された特定のインタフェースサーバ15は、一人又はそれのト
レーダーに関連するトレーダープロファイル38と、トレーダーの好み42と、トレーダーリ
スト４４とを格納してもよい（以下に説明する）。トレーダープロファイル38の少なくと
も一部に基づいて、フェースサーバ15は、トレーダー12に対して１つ以上の取引注文24及
び／又は１つ以上の注文価格入力26を公開しないようにしてもよい。特に、インタフェー
スサーバ15は、取引プラットフォーム18から受信されたマーケットデータのストリームか
ら特定の取引注文24をフィルタリングするようにトレーダーリストを用いてもよい。特定
のインタフェースサーバ15は、如何なる数及び組み合わせの端末14に通信可能に結合され
てもよい。インタフェースサーバ15は、汎用パーソナルコンピュータ（PC）、Macintosh
、ワークステーション、Unix型コンピュータ、サーバコンピュータ、又は何らかの適切な
処理装置を表す。インタフェースサーバ15は、前述の機能及び／又は動作を実行するよう
に動作可能な何らかのハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、又はこれらの組み
合わせを有してもよい。
【００１７】
　端末14は、トレーダー12から取引注文24を受信し、取引プラットフォーム18に取引注文
24を送信するように動作可能である。取引注文24は、商品（例えば、株式、持ち株証券、
債券、投資信託、オプション、先物取引、派生商品、通貨、他の金融商品、又は何らかの
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適切な取引商品等）を取引する注文を有してもよい。このような取引注文24は、入札、売
り出し、成り行き注文、指し値注文、逆指し値注文、当日限り注文、見計らい注文、出会
注文（GTC（good　till　cancelled）　order）、期限まで有効な（good　through）注文
、一括売買（all　or　none）注文、一部（any　part）注文、又は取引に適した他の注文
を有してもよい。
【００１８】
　一般に、取引システム10での様々な種類の取引注文24は、受動的取引注文24又は能動的
取引注文24として特徴付けられてもよい。能動的取引注文24は、取引を起動又は誘発する
注文である。これに対して、受動的取引注文24は、それ自体では取引を起動又は誘発しな
い注文である。“ヒット（hit）”及び“テイク（take）”（例えば“リフト（lift）”
）は、能動的取引注文24の例である。一般的に“入札（bid）”及び“売り出し（offer）
”は、受動的取引注文24の例である。（しかし、ある場合には、入札又は売り出しが能動
的取引注文24と考えられることがある。例えば、トレーダー12が最善の入札価格より下の
売り出しを提示すると、売り出しは取引を起動又は誘発するため、能動的取引注文24と考
えられ得る。）受動的及び能動的取引注文24の例が示される。受動的トレーダー12は、所
定の価格で特定の量の商品Ａを購入するために“入札”を提示してもよい。このような入
札に応じて、能動的トレーダー12は、所定の価格で受動的トレーダー12に特定の量の商品
Ａの販売を起動又は誘発するために“ヒット”を提示してもよい。この例では、入札が受
動的取引注文24であり、ヒットが能動的取引注文24である。他の例として、受動的トレー
ダー24は、所定の価格で特定の量の商品Ａを販売する意思を示すために“売り出し”を提
示してもよい。次に、能動的トレーダー12は、受動的トレーダー12から所定の価格で特定
の量の商品Ａの購入を起動又は誘発するために、売り出しに応じて“リフト”（又は“テ
イク”）を提示してもよい。この例では、売り出しが受動的取引注文24であり、リフト（
又はテイク）が能動的取引注文24である。
【００１９】
　ここでは、端末14は“トレーダー”12により使用されるものとして記載されるが、“ト
レーダー”という用語は、ユーザが本人の代わりに行動する代理人であれ、本人であれ、
個人であれ、法人（会社等）であれ、システム10で取引注文24を行うこと及び／又は取引
注文24に応じることができる何らかの機械又は機構であれ、取引システム10の何らかのユ
ーザに広く当てはまることを意味することがわかる。特定のトレーダー12は顧客12aでも
よい。他のトレーダー12はマーケットメーカ12bでもよい。
【００２０】
　マーケットメーカ12bは、同じ商品について同時に入札及び売り出し取引注文24の一方
又は双方を提示及び／又は保持する何らかの個人、会社又は他のエンティティである。例
えば、マーケットメーカ12bは、公の見積価格で担保（security）を購入及び／又は販売
する用意、意思及び可能性により、所定の担保で会社の入札及び／又は売り出し価格を保
持する仲介業又は銀行でもよい。一般的に、マーケットメーカ12bは、特定の数の特定の
証券の入札及び／又は売り出し価格を表示し、これらの価格が合致するときに、マーケッ
トメーカ12bは、自分のアカウントから直ちに購入及び／又は販売する。特定の実施形態
によれば、単一の取引注文24は、場合によって異なる価格で複数のマーケットメーカ12b
により満たされてもよい。
【００２１】
　顧客12aは、マーケットメーカ12bではない取引システム10の如何なるユーザでもよい。
顧客12aは、個人投資家、本人の代わりに行動する代理人、本人、個人、法人（会社等）
、又はシステム10で取引注文24を行うこと及び／又は取引注文24に応じることができる何
らかの機械若しくは機構でもよい。
【００２２】
　ある実施形態では、マーケットメーカ12bは、個人、会社又は他のエンティティから受
信した取引注文24が従来のマーケットメーカ12b（例えば、仲介業又は銀行等）から受信
したものとして扱われるように、特定の特権（privilege）が認められる個人、会社又は
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他のエンティティを含んでもよい。例えば、別法では顧客12aとして扱われ得る特定の個
人、会社又は他のエンティティは、ここで説明するシステム及び方法の目的で、マーケッ
トメーカ12bとして扱われる特権を認められてもよい。マーケットメーカの特権を受け取
るために、個人、会社又は他のエンティティは、料金を払うこと、手数料を払うこと、又
は特定の商品について入札及び売り出し取引注文24の双方を提示及び／又は同時に維持す
ることを求められてもよい。特定の実施形態によれば、個人、会社又は他のエンティティ
は、特定の商品についてマーケットメーカ12bとして指定されるが、他の商品について顧
客12aとして指定されてもよい。
【００２３】
　ある実施形態では、マーケットメーカ12bの多層システムが使用されてもよい。取引プ
ラットフォーム18は、１つ以上の基準（例えば、マーケットメーカ12bが電子入力に関連
しているか否か、マーケットメーカ12bが強気のトレーダーであるか否か、又はマーケッ
トメーカ12bが特定の情報を有するか否か）に基づいて、異なるマーケットメーカ12bに異
なる特権を認めてもよい。マーケットメーカ12bは、異なる取引可能な商品について異な
る層に分類されてもよい。例えば、特定のマーケットメーカ12bは、マーケットメーカ12b
が強気のトレーダーである商品について第１レベルのマーケットメーカとして分類されて
もよく、他の種類の商品について第２レベルのマーケットメーカ12bとして分類されても
よい。
【００２４】
　端末14は、注文価格入力モジュール16に通信可能に結合されてもよい。注文価格入力モ
ジュール16は、１つ以上の注文価格入力26を生成及び／又は通信する何らかの適切なハー
ドウェア及び／又はソフトウェアを有する。ある実施形態では、注文価格入力モジュール
16は、端末14及びインタフェースサーバ15から離れてもよい。他の実施形態では、注文価
格入力モジュール16は、端末14又はインタフェースサーバ15内に含まれてもよい。従って
、ある実施形態では、注文価格入力モジュール16の機能及び動作は、端末14、インタフェ
ースサーバ15、又は取引システム10の他の適切な構成要素により実行されてもよい。注文
価格入力26は、トレーダー12が特定の取引商品について送信又は入手可能にしようと思う
現在の最善の入札及び／又は売り出しを示すリアルタイム（又は実質的にリアルタイム）
のストリームでもよい。特定の取引商品についての注文価格入力２６は、売り出し量、売
り出し価格、入札量及び／又は入札価格を有してもよい。特定のマーケットメーカ12ｂは
、最善の入札及び売り出し価格一般市場を溢れさせることを可能にするように、複数の市
場センタ４０及び／又は取引プラットフォーム１８に特定の取引商品についての注文価格
入力２６（例えば、呼値スプレッド（the　bid-offer　spread））を供給してもよい。特
定の実施形態によれば、マーケットメーカ12bは、その入札及び売り出し価格で持続的に
取引してその差で利益を得ることにより、収入を作る。このような方策は、“呼値スプレ
ッド取引（trading　the　bid-offer　spread）”と呼ばれることがある。
【００２５】
　端末14及び／又は注文価格入力モジュール16は、ネットワーク20を介して取引プラット
フォーム18に通信可能に結合されてもよい。ネットワーク20は、端末14と取引プラットフ
ォーム18及び／又は市場センタ40との間でデータ又は情報を交換するように動作可能な通
信プラットフォームである。ある実施形態では、ネットワーク20は、端末14がプラットフ
ォーム18及び／又は市場センタ40と通信することを可能にするインターネットアーキテク
チャを表してもよい。他の実施形態では、ネットワーク20は、トレーダー12が同じ動作又
は機能を実行するために使用可能な一般電話システム（POTS：plain　old　telephone　s
ystem）でもよい。ある実施形態では、ネットワーク20は、システム10の何らかの２つの
ノード間で通信インタフェース又は交換を提供する何らかのパケットデータネットワーク
（PDN：packet　data　network）でもよい。ネットワーク20は、前述の例の何らかの組み
合わせを更に有してもよく、何らかのローカルエリアネットワーク（LAN：local　area　
network）、メトロポリタンエリアネットワーク（MAN：metropolitan　area　network）
、広域ネットワーク（WAN：wide　area　network）、無線ローカルエリアネットワーク（
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WLAN：wireless　local　area　network）、仮想プライベートネットワーク（VPN：virtu
al　private　network）、イントラネット、又は端末14とプラットフォーム18及び／又は
市場センタ40との間の通信を容易にする他の適切なアーキテクチャ若しくはシステムを更
に有してもよい。
【００２６】
　市場センタ40は、為替、電子証券取引ネットワーク（ECN：Electronic　Communication
　Network）、代替取引システム（ATS：Alternative　Trading　System）、マーケットメ
ーカ、又は他の適切な市場参加者を含み、あらゆる種類の注文実行場所を有する。各市場
センタ40は、公の見積価格（市場センタ価格とも呼ばれる）で購入又は販売する用意、意
思及び可能性により、所定の取引商品で入札及び売り出し価格を保持する。特定の市場セ
ンタ40は、複数の取引商品（例えば、株式、債券、確定利付き証券、先物契約、通貨、貴
金属等）の取引を容易にしてもよい。市場センタは、ネットワーク20を介して取引プラッ
トフォーム18に通信可能に結合されてもよい。
【００２７】
　取引プラットフォーム18は、取引注文24及び注文価格入力26の中継、合致及び他の処理
を容易にする取引アーキテクチャである。取引プラットフォーム18は、取引注文24及び注
文価格入力26を中継し、合致し、処理し又は満たそうとする何らかの人、企業又はエンテ
ィティのための管理センタ又は本部事務所を有してもよい。従って、取引プラットフォー
ム18は、取引環境を管理又は運営する行政機関又は監督エンティティの動作及び機能を実
現するために利用又は実施され得るハードウェア、ソフトウェア、人員、装置、構成要素
、要素又はオブジェクトの何らかの適切な組み合わせを有してもよい。取引プラットフォ
ーム18は、プロセッサ32とメモリ34とを有してもよい。
【００２８】
　プロセッサ32は、取引注文24を処理し、メモリ34に取引注文24を記録し、トレーダー12
及び／又は市場センタ40に取引注文24を中継するように更に動作可能である。プロセッサ
32は、トレーダー12間で取引注文24及び／又は注文価格入力26の公開を管理するようにト
レーダーリスト44を作成して用いるように、メモリ34に格納されたルール36を実行するよ
うに更に実行可能である。プロセッサ32は、記載の機能又は動作を提供する１つ以上のモ
ジュールに実装されたハードウェアとソフトウェアとの何らかの適切な組み合わせを有し
てもよい。
【００２９】
　メモリ34は、取引注文12のような情報の１つ以上のファイル、リスト、テーブル、又は
他の構成を格納するランダムアクセスメモリ（RAM：random　access　memory）、読み取
り専用メモリ（ROM：read　only　memory）、磁気コンピュータディスク、CD-ROM、又は
他の磁気若しくは光記憶媒体、又は他の揮発性若しくは不揮発性メモリ装置の何らかの適
切な構成を有する。図１は、取引プラットフォーム18の内部としてメモリ34を示している
が、メモリ34は、特定の実装に応じて、取引システム10の構成要素の内部でも外部でもよ
いことがわかる。また、図１に示すメモリ34は、取引システム10で使用するメモリ装置の
何らかの適切な構成を実現するための、他のメモリ装置と別のものでもよく、他のメモリ
装置に不可欠のものでもよい。
【００３０】
　特定の実施形態によれば、メモリ34は、ルール36とトレーダープロファイル38とを有す
る。一般的に、ルール36は、取引注文24を中継し、合致し、処理し又は満たすソフトウェ
ア命令を有する。特に、ルール36は、トレーダー12及び／又は市場センタ40間で取引注文
24及び／又は注文価格入力26の公開を管理するように、トレーダーリスト44を作成して使
用する命令を有してもよい。
【００３１】
　一般的に、トレーダープロファイル38は、トレーダー12の識別情報、アドレス、雇用者
及び／又はアカウント情報を有する。ある実施形態では、取引システム10における各々の
トレーダー12はそれぞれのトレーダープロファイル38と関連付けられる。トレーダープロ
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ファイル38は、特殊のトレーダー12のトレーダー嗜好42及びトレーダーリスト44を有して
もよい。トレーダープロファイル38は、例えば、トレーダー12に関連する活動記録、取引
データ及び履歴データのような他の関連データを更に有してもよい。取引プラットフォー
ム18は、人又はエンティティがトレーダー12として取引システム10を使用するように登録
することを可能にする。特定のトレーダー12が取引システム10を使用するように登録する
とき、取引プラットフォーム18は、そのトレーダー12のトレーダープロファイル38を生成
してもよい。従って、取引システム10のトレーダー12毎に、メモリ34は対応するトレーダ
ープロファイル38を格納してもよい。特定のトレーダー12のトレーダープロファイル38は
、関連情報（例えば、トレーダー12の名前、雇用主、アカウント情報等）を有してもよい
。取引プラットフォーム18は、特定のトレーダー12のトレーダープロファイル38に、その
トレーダー12に関連する取引信用35を更に格納してもよい。
【００３２】
　取引プラットフォーム18と、これに関連するインタフェース、プロセッサ及びメモリ装
置との内部構造は適応性があり、取引プラットフォーム18の目的の動作を実現するように
容易に変更、変形、再配置又は再構成されてもよいことが分かる。
【００３３】
　動作中に、取引プラットフォーム18は、特定のトレーダー12が取引したいと思わない他
のトレーダー12と取引する特定のトレーダー12のリスクを最小化するようにトレーダーリ
スト44を使用してもよい。例えば、特定のトレーダー12は、かなり特殊なトレーダー12と
の取引は利益が上がる傾向にないと考えるかも知れない。この考えに基づいて、その特定
のトレーダー12は、特定なトレーダー12が取引したいと思わない、それらのかなり特殊な
トレーダー12を識別するようにトレーダーリスト44を設定してもよい。取引プラットフォ
ーム18が特定のトレーダー12から取引注文24を受信するとき、取引プラットフォーム18は
、トレーダー12に関連する特定トレーダーリスト44を確認するようにトレーダー12に関連
するトレーダープロファイル38をスキャンしてもよい。トレーダーリスト44は、取引シス
テム10で一人又はそれのトレーダー12を指定してもよい。取引プラットフォーム18は、そ
の場合、トレーダーリスト44により指定されたトレーダー12を除いて、取引システム10で
トレーダー12に取引注文24を送信してもよい。取引プラットフォーム18は、トレーダーリ
スト44により指定された特定のトレーダー12に対して取引注文24を断固として送信しない
ようにしてもよい。従って、取引プラットフォーム18はトレーダーリスト44を使用するた
めに、特定のトレーダー12は、その特定のトレーダー12とトレーダーリスト24により指定
されたトレーダー12との間の取引を回避してもよい。
【００３４】
　特定の実施形態によれば、取引プラットフォーム18は、人又はエンティティがトレーダ
ー12として取引システム10を使用するように登録することを可能にする。トレーダー12が
取引システム10を使用するように登録するとき、取引プラットフォーム18は、トレーダー
嗜好42、アカウント、アイデンティティ、所属、サイズ、取引履歴及び／又は他の適切な
トレーダーの属性12に関するトレーダー12の情報を要求して、受信してもよい。トレーダ
ー12により与えられるこの情報に基づいて、取引プラットフォーム18はトレーダー12につ
いての取引プロファイル38を作成してもよい。取引プラットフォーム18は、トレーダープ
ロファイル38にトレーダー12のトレーダー嗜好42を格納してもよい。
【００３５】
　ある実施形態では、取引プラットフォーム18により、特定のトレーダー12が取引したい
と思わない一人又はそれのトレーダー12を指定するトレーダーリスト44をその特定のトレ
ーダー12が作成することが可能になり得る。トレーダー12は複数のトレーダーリスト44を
作成してもよい。例えば、特定のトレーダー12は、一の種類の取引商品についての一のト
レーダーリスト44及び他の種類の取引商品についての他のトレーダーリスト44を作成して
もよい。特定のトレーダー12に関連するトレーダーリスト44の各々は同じであっても、異
なっていてもよい。取引プラットフォーム18は、そのトレーダー12のトレーダープロファ
イル38に特定のトレーダー12のトレーダーリスト44を格納することが可能である。取引プ
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ラットフォーム18は、トレーダー12が取引システム10を使用するように登録するとき、ト
レーダー12がトレーダーリスト44を作成することを可能にする。一旦、トレーダー12がト
レーダーリスト44を作成すると、トレーダー12は、その後、市場及び／又は取引ストラテ
ジにおける変化を反映するように、トレーダーリスト44を更新、修正及び／又は変更して
もよい。
【００３６】
　ある実施形態では、特定のトレーダー12について、取引プラットフォーム18は、そのト
レーダー12のトレーダー嗜好42に基づいて、トレーダーリスト44の全部又は一部を自動的
に作成することが可能である。取引プラットフォーム18は、取引システム10における他の
トレーダー12のトレーダープロファイル38と特定のトレーダー12のトレーダープロファイ
ル42を比較することにより、特定のトレーダー12についてのトレーダーリスト44を作成し
てもよい。例えば、トレーダー12は、10年債券（note）についての取引価格が最後の7日
間で$50,000,000を上回るトレーダー12による10年債券の取引を回避するように、特定ト
レーダー嗜好42を取引プラットフォーム18に提示してもよい。取引プラットフォーム18は
、トレーダー12に関連するトレーダープロファイル38にこの特定トレーダー嗜好42を格納
してもよい。この実施例では、取引プラットフォーム18は、その場合、10年債券の取引価
格が最後の7日間で$50,000,000を上回る取引システム10におけるトレーダー12を識別する
ように、他のトレーダー12のトレーダープロファイル38をスキャンしてもよい。取引プラ
ットフォーム18は、確認されたトレーダー12を指定するトレーダーリスト44を作成しても
よく、トレーダーリスト38にその作成されたトレーダーリスト44を格納してもよい。この
実施例では、取引プラットフォーム18は、トレーダーリスト44が最近の取引活動（即ち、
最も最近の7日間の10年債券の取引）に基づくように、毎日の、毎週の又は他の設定可能
な期間の終わりに、トレーダーリスト44を更新してもよい。
【００３７】
　上記の実施例は、取引相手のトレーダー12の特定の特徴（即ち、特定の取引商品（10年
債券）の特定の閾値（$50,000,000）を上回る取引価格）に基づくトレーダー嗜好42を示
している。しかしながら、トレーダー嗜好42は、取引相手のトレーダー12に関連する特徴
の何れかの数及び組み合わせに基づいていてもよいことを理解する必要がある。例えば、
トレーダー嗜好42は特定の取引商品に関連付けられることが可能であり、トレーダーリス
ト44は特定の取引商品の取引を専門にしているトレーダー12を識別することが可能である
。他の実施例としては、トレーダー嗜好42は、特定の取引活動に関連付けられることが可
能であり、トレーダーリスト44は、その特定の取引活動を行うトレーダー12を指定するこ
とが可能である。したがって、サイズ、所属、取引履歴、アイデンティティ、専門及び／
又は取引相手のトレーダー12についての何れかの他の適切な特徴に基づくことが可能であ
る。
【００３８】
　一旦、取引プラットフォーム18が特定のトレーダー12から取引注文24を受信すると、取
引プラットフォーム18は、特定のトレーダー12に関連するトレーダープロファイル38がト
レーダーリスト44を有するかどうかを判定することが可能である。トレーダープロファイ
ル38がトレーダーリスト44を有する場合、取引プラットフォーム18は、トレーダーリスト
44により指定されたトレーダー12を除いて、取引システム10でトレーダー12に取引注文24
を送信することが可能である。取引プラットフォーム18は、トレーダーリスト44により指
定されたトレーダー12に取引注文24を送信しないようにすることが可能である。トレーダ
ー12に送信される取引注文24は、公開、表示及び／又はトレーダー12への他の通信取引注
文を有することが可能である。取引注文24を送信しないようにすることは、トレーダーリ
スト44により指定されるトレーダー12に関連する1つ以上のキューから取引注文24を削除
すること、トレーダーリスト44により指定されるトレーダー12に関連する1つ以上のデー
タストリームにより取引注文24をフィルタリングすること、及び／又はトレーダーリスト
44により指定されたトレーダー12を外して取引注文24を中継することを有することが可能
である。
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【００３９】
　取引プラットフォーム18は、取引注文24の送信をフィルタリングするようにトレーダー
リスト44を使用することがまさに可能であるため、取引プラットフォーム18は、注文価格
入力26の送信をフィルタリングするようにトレーダーリスト44を使用することが可能であ
る。特に、トレーダー12が注文価格入力26を提示するとき、取引プラットフォーム18は、
トレーダーリスト44により指定されるトレーダー12に注文価格入力26を送信しないように
トレーダー12に関連付けられたトレーダーリスト44を用いることが可能である。それによ
り、取引プラットフォーム18は、特定のトレーダー12に関連するトレーダーリスト44によ
り指定されるトレーダーが特定のトレーダー12に関連する注文価格入力26に対して活動し
ないようにすることが可能である。
【００４０】
　ある実施形態では、取引プラットフォーム18は、特定のトレーダー12に関連するトレー
ダーリスト44により指定されるトレーダー12からの取引注文24を特定のトレーダー12に送
信することが可能である。従って、指定されたトレーダー12は、トレーダーリスト44に関
連する特定のトレーダー12からの取引注文24を受信することは可能でないが、その特定の
トレーダー12は、指定されたトレーダー12から取引注文24を受信することが可能である。
一部の実施形態では、取引プラットフォーム18により、トレーダーリスト44により指定さ
れていない特定のトレーダー12により提示される特定の取引注文24の表示に対して淡色化
表示される又は強調表示されるために、指定されたトレーダー12からの取引注文24を端末
14は表示することが可能である。例えば、特定のトレーダーＡは、トレーダーＢ及びＤを
指定するトレーダーリスト44に関連付けられる。この実施例では、取引システム10は、ト
レーダーＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄ及びＥを有する。トレーダーＡが取引注文２４ａを提示する場合
、取引プラットフォーム18は、トレーダーＣ及びＥに取引注文２４ａを送信することが可
能であるが、トレーダーリスト44に基づいて、トレーダーＢ及びＤに取引注文２４ａを送
信しないようにする。この実施例では、トレーダーＢが取引注文24ｂを提示し、トレーダ
ーＣが取引注文２４ｃを提示する場合、取引プラットフォーム18は、トレーダーＡに関連
する端末14に取引注文24ｂ及び取引注文24ｃを送信することが可能である。トレーダーＢ
は、トレーダーＡに関連するトレーダーリスト44により指定されているため、取引プラッ
トフォーム18は、トレーダーＡに関連する端末14が取引注文２４ｃに対して淡色化表示又
は強調表示されるように取引注文24ｂを表示するようにすることを可能にする。上記の実
施例は二人のトレーダー（即ち、トレーダーＢ及びＤ）を指定するとしてトレーダーリス
ト44を例示しているが、適切な基準の何れかの数及び組み合わせに基づいて、トレーダー
リスト44はトレーダー12の何れかの数及び組み合わせを指定することが可能であることが
理解される必要がある。
【００４１】
　上記の実施例では、トレーダーリスト44に基づいて、取引プラットフォーム18は、特定
のトレーダー12への特定の取引注文24の送信及び／又は公開を回避する。しかしながら、
特定の取引注文24及び／又は注文価格入力２６の送信及び／又は公開を回避する機能は、
インタフェースサーバ15により、取引プラットフォーム18により、又はインタフェースサ
ーバ15及び取引プラットフォームの組み合わせにより、実行されることが可能である。例
えば、インタフェースサーバ15は、取引プラットフォーム18に関連するアプリケーション
プログラムインタフェース(API）の全部又は一部を有することが可能である。ある実施形
態では、特定のトレーダー12に関連するインタフェースサーバ15はトレーダープロファイ
ル38（トレーダーパフォーマンス42及びトレーダーリスト44を有する）を格納することが
可能である。トレーダーリスト44の少なくとも一部に基づいて、インタフェースサーバ15
は、１つ以上の取引注文24及び／又は一人又はそれのトレーダー12への注文価格入力26の
公開を回避することが可能である。従って、ある実施形態では、特定のトレーダー12への
取引注文24の公開を回避する機能は、1つ以上のインタフェースサーバ15の少なくとも一
部により実行されることが可能である。
【００４２】
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　特定の実施形態によれば、取引注文24を処理するトレーダーリスト44を使用することに
は多様な有利点を与えることが可能である。1つ以上の実施形態は、下で説明する有利点
の一部、全部から又はそれらの有利点なしで、恩恵を受けることが可能である。一有利点
は、トレーダーリスト44を用いることにより、取引プラットフォーム18が取引に関連する
リスクの管理においてトレーダー12を支援することである。例えば、特定のトレーダー12
は、かなり特殊なトレーダー12が利益が上がる見込みがないと思うかも知れない。この考
えに基づいて、その特定のトレーダー12は、特定のトレーダー12が取引したいと思わない
かなり特殊なトレーダー12を指定するようにトレーダーリスト44を設定することが可能で
ある。特定のトレーダー12が取引注文24及び／又は注文価格入力26を提示するとき、取引
プラットフォーム18は、トレーダーリスト44により指定されるトレーダー12を除いて、取
引システム10でトレーダー12に取引注文24及び／又は注文価格入力26を送信することが可
能である。従って、取引プラットフォーム18は、特定のトレーダー12が利益が得られない
と思う取引を回避することが可能である。
【００４３】
　他の有利点は、トレーダーリスト44を使用することにより、迷惑と思われる小口の取引
を制限する又は排除することが可能であることである。例えば、特定のトレーダー12は、
大量の特定の取引商品を取引する提示を取引注文24として提示することが可能である。ト
レーダーリスト44を有しないシステムでは、小口のトレーダー12は、取引注文24を受信す
ることが可能であり、取引注文24の全量の比較的小さい部分に対して能動化するように試
みる。取引注文24を提示した特定のトレーダー12は、そのような小口の注文を迷惑である
と思うかも知れない。この迷惑感を低減するように、特定のトレーダー12は、大口の入札
(bid)又は売り出し(offer)の小さい部分のみを能動的にする傾向にある取引システム10に
おけるトレーダー12を指定するように、トレーダーリスト44を設定することが可能である
。従って、特定のトレーダー12が取引注文24を提示するとき、取引プラットフォーム18は
、トレーダーリスト44により指定された小口のトレーダー12を除く取引システム10におけ
るトレーダー12に取引注文24を送信することが可能である。従って、トレーダー12がトレ
ーダーリスト44を設定することを可能にすることにより、取引プラットフォーム18は、リ
スクの管理及び迷惑な種類の取引の回避においてトレーダー12を支援することが可能であ
る。
【００４４】
　図２Ａ及び２Ｂは、特定のトレーダー12と、その特定のトレーダー12が取引したいと思
わない他のトレーダー12との間の取引を回避するように、トレーダーリスト44を用いる実
施例を示している。特に、図２Ａは、特定のトレーダー12に関連するトレーダープロファ
イル38を例示している。この実施例では、特定のトレーダー12はトレーダーHと表されて
いる。トレーダーHは、トレーダー嗜好42ａ、42ｂ及び42ｃを取引プラットフォーム18に
提示する。トレーダー嗜好42ａは、10年債券の取引価格が過去7日間で$50,000,000を上回
るトレーダー12により10年債券についての取引が実行されることを回避するようになって
いる。トレーダー嗜好42ｂは、取引価格が$50,000より小さいユーロについての取引の実
行を回避するようになっている。トレーダー嗜好42ｃは、日本円についての注文価格２６
の入力に関連しないトレーダー12による株Ａについての取引の実行を回避するようになっ
ている。取引プラットフォーム18は、トレーダーHに関連するトレーダープロファイル38
にトレーダー嗜好42ａ、42ｂ及び42ｃを格納する。
【００４５】
　この実施例では、取引プラットフォーム18は、トレーダーHについてのトレーダーリス
ト44を自動的に作成するようにトレーダープロファイル38でトレーダー嗜好42を使用する
。トレーダー嗜好42ａは10年債券に関するため、取引プラットフォーム18は、10年債券に
関連するトレーダーリスト44ａを作成する。特に、取引プラットフォーム18は、過去7日
間に10年債券についての取引価格が$50,000,000を上回る取引システム10におけるトレー
ダー12を識別するように、トレーダープロファイル38をスキャンする。この実施例では、
取引プラットフォーム18は、過去7日間で、トレーダーＡ、Ｅ、Ｆ及びGの各々についての
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10年債券の取引価格が$50,000,000を上回ったことを判定する。従って、取引プラットフ
ォーム18は、トレーダーA、E、F及びGを指定するように、トレーダーリスト44ａを設定す
る。
【００４６】
　トレーダー嗜好４２ｂはユーロに関連するため、取引プラットフォーム18は、ユーロに
関連するトレーダーリスト44ａを作成する。特に、取引プラットフォーム18は、取引価格
が$50,000より小さいユーロについて取引を開始する傾向にある取引システム10において
トレーダー12を識別するようにトレーダープロファイル38をスキャンする。この実施例で
は、取引プラットフォーム18は、トレーダーB及びDはそのような取引を開始する傾向にあ
ることを判定する。従って、取引プラットフォーム18は、トレーダーB及びDを指定するよ
うにトレーダーリスト44ｂを設定する。
【００４７】
　トレーダー嗜好42ｃは株Ａに関連するため、取引プラットフォーム18は、株Ａに関連す
るトレーダーリスト44ｃを作成する。トレーダー嗜好42ｃに基づいて、取引プラットフォ
ーム18は、日本円についての注文価格入力26に関連しないトレーダー12を識別するように
トレーダープロファイル38をスキャンする。この実施例では、取引プラットフォーム18は
、トレーダーC、E及びDが日本円について注文価格入力26に関連していないことを判定す
る。従って、取引プラットフォーム18は、トレーダーC、E及びDを指定するように、トレ
ーダーリスト44ｃを設定する。従って、トレーダーHは３つのトレーダーリストに関連し
、各々のトレーダーリストは異なる取引商品と関連している。この実施例に例示している
ように、取引プラットフォーム18、特定のトレーダー12のトレーダープロファイル38に格
納されているトレーダー嗜好42に基づいて、トレーダーリスト44を自動的に作成する及び
／又は設定することが可能である。
【００４８】
　図2Bは、図2Aに示しているトレーダープロファイル38にしたがった取引プラットフォー
ム18とトレーダー12との間の動作の流れの一実施形態を示している。この実施例では、取
引システム10は、８人のトレーダー12、即ち、トレーダーＡ乃至Hを有する。この実施例
では、トレーダーHは、10年債券についての取引注文24を取引プラットフォーム18に提示
する。トレーダー注文24の受信時に、取引プラットフォーム18は、トレーダーHに関連す
るトレーダープロファイル38が10年債券に関連するトレーダーリスト４４Aを有すること
を決定する。特に、取引プラットフォーム18は、トレーダーリスト４４aがトレーダーA、
E、F及びGを指定することを判定する。取引プラットフォーム18は、トレーダーB、C及びD
に取引注文24を送信する。しかしながら、トレーダーリスト44aに基づいて、取引プラッ
トフォーム18は、トレーダーA、E、F及びGへの取引注文の送信を回避する。従って、取引
プラットフォーム18は、トレーダーHが取引したいと思わない取引システム10におけるト
レーダー12による10年債券についての取引をトレーダーHが回避することを可能にする。
【００４９】
　図２Ｃは、図２Ａに示されている例示としてのトレーダープロファイル38に従った取引
プラットフォーム18とトレーダー12との間の動作の流れの他の実施形態を示している。こ
の実施例では、取引システム10は、8人のトレーダー12、即ち、トレーダーＡ乃至Hを有す
る。各々のトレーダー12はそれぞれのインタフェースサーバ15と関連している。この実施
例では、各々のインタフェースサーバ15は1つ以上のトレーダープロファイル38を格納す
る。トレーダープロファイル38は、トレーダー嗜好42及びトレーダーリスト44（図示せず
）を有する。この実施例では、特定のトレーダー12に対する特定の取引注文24の公開を回
避する機能は、インタフェースサーバ15により少なくとも一部が実行される。特に、トレ
ーダーHは取引プラットフォーム18に取引注文24を提示する。取引注文24の受信時に、取
引プラットフォーム18は、トレーダーＡ乃至Gのそれぞれに関連するインタフェースサー
バ15に取引注文24を送信する。この実施例では、トレーダーＡ乃至Gに関連するインタフ
ェースサーバ15は各々、トレーダーH（図２Ａに示されている）に関連するトレーダープ
ロファイル38を有する。トレーダーHに関連するトレーダープロファイル38は、トレーダ
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ーＡ、E、F及びGを指定するトレーダーリスト44aを有する。この実施例では、トレーダー
リスト44aに基づいて、トレーダーB、C及びDに関連するインタフェースサーバ15は、トレ
ーダーB、C及びDのそれぞれに関連する端末14に取引注文24を送信する。トレーダーリス
ト44aに基づいて、トレーダーＡ、Ｅ、F及びGそれぞれに関連するインタフェースサーバ
１５は、トレーダーＡ、E、F及びGのそれぞれに関連する端末14に取引注文24を送信しな
い。トレーダーＡ、E、F及びGに関連するインタフェースサーバ15は、取引プラットフォ
ーム18からのデータ送信の中からその取引注文24をフィルタリングすることにより、トレ
ーダーHの取引注文24の送信を回避することが可能である。従って、ある実施形態では、
特定のインタフェースサーバ１５は、１つ以上のトレーダープロファイル38を有すること
が可能であり、特定の取引注文24の送信をフィルタリング又は回避することが可能である
。
【００５０】
　上記の実施例においては、10年債券、ユーロ及び特定の株に関連するトレーダーリスト
44及びトレーダー嗜好42について示されているが、トレーダー嗜好42及びトレーダーリス
ト44は、取引商品、市場データ、プロファイルデータ、取引システム情報及び／又は他の
適切な基準の何れかの数及び組み合わせに基づくことが可能であることが理解される必要
がある。上記の実施例では、取引プラットフォーム18は、トレーダー12に関連するトレー
ダー嗜好42に基づいてトレーダーリスト44を自動的に作成する。ある実施形態では、トレ
ーダー12は、トレーダーリスト44にある特定のトレーダー12を手動で選択することにより
トレーダーリスト44を設定することが可能であることが理解される必要がある。
【００５１】
　図３は、取引注文24を処理するようにトレーダーリスト44を作成して、使用するフロー
チャートを示している。その方法は、取引プラットフォーム18が特定のトレーダー12から
1つ以上のトレーダー嗜好42を受信するとき、ステップ302から開始する。トレーダー12は
、取引システム10を使用する登録時にトレーダー嗜好42を提示することが可能であり、取
引プラットフォーム18は、トレーダー12に関連するトレーダープロファイル38を作成する
ようにトレーダー嗜好42を用いることが可能である。ある実施形態では、トレーダー12が
最初のトレーダー嗜好42を登録及び提示した後、登録プラットフォーム18は、トレーダー
12がトレーダー嗜好42を後に修正する、削除する及び／又はそれを付加することを可能に
する。ステップ304では、取引プラットフォーム18は、特定のトレーダー12のトレーダー
嗜好42を、取引システム10における他のトレーダー12のトレーダープロファイル38と比較
する。例えば、第１トレーダー12が、特定の特性を有するトレーダー12による取引を回避
するようにトレーダー嗜好42を提示する場合、取引プラットフォーム18は、その特定の特
徴を有するトレーダー12を識別するように、トレーダープロファイル38とそのトレーダー
嗜好42を比較することが可能である。
【００５２】
　ステップ306では、その比較の少なくとも一部に基づいて、取引プラットフォーム18は
、一人またはそれ以上のトレーダー12を指定する1つ又はそれ以上のトレーダーリスト44
を作成する。取引プラットフォーム18は、トレーダー12に関連するトレーダープロファイ
ル38にトレーダーリスト44を格納することが可能である。ある実施形態では、トレーダー
12は、複数のトレーダーリスト44に関連付けられることが可能であり、それらの複数のト
レーダーリスト44の各々はそれぞれの取引商品と関連付けられることが可能である。ステ
ップ308では、取引プラットフォーム18は、トレーダーリスト12から取引注文24を受信す
る。取引プラットフォーム18は、ステップ310で、例えば、取引注文24に関連する取引商
品に基づいて、適切なトレーダーリスト44により指定された一人又はそれ以上のトレーダ
ー12を指定する。ステップ３１２では、取引プラットフォーム18は、ステップ３１０で指
定されたトレーダーリスト44により指定される一人又はそれ以上のトレーダー12を除く取
引システム10におけるトレーダー12に取引注文24を送信する。ステップ314では、取引プ
ラットフォーム18は、トレーダーリスト44により指定された一人又はそれ以上のトレーダ
ー12への取引注文24を回避する。取引注文24の送信を回避することは、取引リスト44によ
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り指定されたトレーダー12と関連する１つ又はそれ以上のキューから取引注文を削除する
こと、トレーダーリスト44により指定されたトレーダー12と関連する1つ又はそれ以上の
データストリームから取引注文をフィルタリングすること及び／又はトレーダーリスト44
により指定されたトレーダー12を外して取引注文を中継することを有することが可能であ
る。
　図４は、取引注文24の一部の公開についてトレーダーリスト44を使用する特定トレーダ
ープロファイル38を示している。ある実施形態では、取引プラットフォーム18は、２つの
部分、即ち、表示部分及び保持部分を有するように、取引注文24を設定することが可能で
ある。取引プラットフォーム18は、他のトレーダー12に取引注文24の表示部分を送信し、
1つ又はそれ以上の設定可能な条件を満たすまで、取引注文２４の保持部分の送信を抑制
することが可能である。一旦、取引注文24の保持部分に関連する1つ又はそれ以上の設定
可能な条件が満たされると、取引プラットフォーム18は、取引システム10における一人又
はそれ以上のトレーダー12に取引注文24の保持部分を送信する及び／又は公開することが
可能である。
【００５３】
　ある実施形態では、取引プラットフォーム18は、トレーダーリスト12に関連するトレー
ダー嗜好42の少なくとも一部に基づいて、そり引き注文24の表示部分及び保持部分を決定
することが可能である。トレーダー12は、現在の市場データに基づいて、取引注文24の全
量の設定可能な割合に基づいて、設定可能な閾値並びに／若しくは適切な基準の何れかの
数及び組み合わせに基づいて、特定の取引注文24の表示部分及び／又は保持部分を決定す
るように、特定トレーダー嗜好42を取引プラットフォーム18に提示することが可能である
。
【００５４】
　ある実施形態では、取引プラットフォーム18は、取引システム10における他のトレーダ
ー12全てに特定のトレーダー12から取引注文24の表示部分を送信するようになっている。
一旦、取引注文24の表示部分が一人又はそれ以上のトレーダー12により能動化されると、
取引プラットフォーム18は、特定のトレーダー12に関連するトレーダーリスト44により指
定されない一人又はそれ以上のトレーダー12に取引注文24の保持部分を送信することが可
能である。ある実施形態では、取引プラットフォーム18は、トレーダー12に関連するトレ
ーダーリスト44により指定されたトレーダー12への取引注文24の保持部分の送信を回避す
ることが可能である。従って、取引プラットフォーム18は、取引システム10における他の
トレーダー12全てに取引注文24の表示部分を送信し、トレーダーリスト44により指定され
ていないトレーダー12に取引注文24の保持部分の送信を制限することが可能である。
【００５５】
　図４は、トレーダーFについての例示としてのトレーダープロファイル38を示している
。この実施例では、トレーダープロファイル38は、取引注文24を表示部分及び保持部分に
分割するように用いられることが可能である。トレーダープロファイル38は、ユーロの取
引に関連する３つのトレーダー嗜好（42ｘ、42ｙ及び42ｚ）を有する。特に、トレーダー
嗜好42ｘは、取引注文24の全量の40％に等しいように取引注文24の表示部分を設定するよ
うになっている。トレーダー嗜好42ｙは、取引システム10における他のトレーダー12全部
にトレーダーFから取引注文24の表示部分を送信するようになっている。この実施例では
、取引システム10はトレーダーA乃至Hを有する。トレーダー嗜好42ｚは、(1)特定のトレ
ーダー12が、取引注文24の表示部分の少なくとも一部を能動化した場合、そして(2)　特
定のトレーダー12が、トレーダーFに関連するトレーダーリスト44により指定されない場
合、特定のトレーダー12に取引注文24の保持部分を送信するようになっている。トレーダ
ー嗜好を有することに加えて、トレーダーFに関連するトレーダープロファイル38はトレ
ーダーリスト44fを有する。トレーダーリスト44fはユーロの取引に関連し、トレーダーA
及びDを指定する。
【００５６】
　この実施例では、トレーダーFは、20,000,000ユーロの全量についての取引注文12を取



(18) JP 6538251 B2 2019.7.3

10

20

30

40

50

引プラットフォーム18に提示する。トレーダープロファイル38におけるトレーダー嗜好42
ｘに基づいて、取引プラットフォーム18は、取引注文24の表示部分は8,000,000ユーロ（
即ち、全量の40％）であることと、取引注文24の保持部分は12,000,000ユーロ（即ち、全
量の60％）であることとを決定する。トレーダー嗜好42ｙに基づいて、取引プラットフォ
ーム18は、トレーダーA、B、C、D、E、G及びHに取引注文24の表示部分（即ち、8,000,000
ユーロ）を送信する。続いて、トレーダーCは、取引注文24の表示部分全部を能動化する
。その結果、取引プラットフォーム18は、トレーダー嗜好42ｚの設定可能な条件が満たさ
れたかどうかを判定する。この実施例では、取引プラットフォーム18は、トレーダーCが
取引注文24の表示部分を能動化したことと、そしてトレーダーCがトレーダーリスト44ｆ
により指定されていないことと、を決定する。その結果、取引プラットフォーム18は、取
引注文24の保持部分（即ち、残りの12,000,000ユーロ）をトレーダーCに送信する及び／
又は公開する。従って、少なくとも、トレーダーリスト44により指定されたトレーダー12
に取引注文24の保持部分を公開することなく、取引プラットフォーム18は、取引注文24の
保持部分に対して能動化する機会をトレーダーCに与える。
【００５７】
　上記の実施例は、取引注文24の表示部分を決定するように、取引注文24の全量の設定可
能な割合を使用することを示している。しかしながら、取引プラットフォーム18は、何れ
かの適切なデータ、層、閾値及び／又は他の適切な情報に基づいて、取引注文24の表示部
分を決定することが可能であることを理解する必要がある。上記の実施例における取引注
文はユーロの取引に関するが、ここで説明している方法及びシステムは、適切な取引商品
の何れかの数及び組み合わせについて取引注文24に適用されることが可能であることを理
解する必要がある。
【００５８】
　上記の実施例では、取引注文24の保持部分を送信する設定可能な条件は、特定なトレー
ダー12が取引注文24の表示部分の全部又は一部を能動化したかどうかに基づいている。し
かしながら、取引注文24の保持部分の送信は、適切な条件の何れかの数及び組み合わせに
基づいてトリガされることが可能であることを理解する必要がある。例えば、取引注文24
の保持部分の送信は、市場が越境しているかどうか、取引システム１０における最善の入
札又は売り出し価格が設定可能な閾値を満足したかどうか、取引システム10における現在
の取引活動が特定の閾値及び／又は何れかの他の適切な条件を満たしたかどうかに基づく
ことが可能である。
【００５９】
　ある実施形態では、取引プラットフォーム18が、取引注文24を表示部分及び保持部分に
まさに分割しようとしているとき、取引プラットフォーム18は、特定の注文価格入力26を
表示部分及び保持部分に分割されることが可能である。他のトレーダー12への注文価格入
力26の保持部分の送信は、設定可能な条件の何れかの数及び組み合わせによりトリガされ
ることが可能である。ある実施例では、取引プラットフォーム18は、複数の価格レベル間
に取引注文24及び／又は注文価格入力の表示部分を分配することが可能である。
【００６０】
　実施例は、特定の実施形態を示している。トレーダー12ｍは、取引プラットフォーム18
に対して通貨についての注文価格入力26を提示する。注文価格入力26の全量は、通貨Ａの
100,000,000単位である。注文価格入力26に関連する最善の入札価格は、単位当たり$2.00
であり、注文価格入力26に関連する最善の売り出し価格は、一口当たり$2.20である。ト
レーダー12ｍに関連する取引プロファイル38に格納されているトレーダー嗜好42は、注文
価格入力26の表示部分が通貨Aの70,000,000単位である必要があることを示している。ト
レーダー12ｍに関連するトレーダー嗜好42はまた、市場が越境している場合に、注文価格
入力26の保持部分が公開される必要があることを示している。この実施例では、トレーダ
ープロファイル38は、通貨Ａに関連し、トレーダー12ｐ及びトレーダー12ｑを指定するト
レーダーリスト44を有する。従って、取引プラットフォーム18は、取引システム10におけ
る他のトレーダー12（トレーダー12ｐ及びトレーダー12ｑは除く）に、単位当たり$2.00
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の最善の入札価格及び単位当たり$2.20の最善の売り出し価格を有する通貨Aの70,000,000
単位の量を公開する。続いて、通貨Aについての市場は越境する。それ故、取引プラット
フォーム18は、取引システム10における他のトレーダー12（トレーダー12ｐ及びトレーダ
ー12ｑは除く）に、注文価格入力26ｂの保持部分、即ち、残りの30,000,000単位を公開す
る。
【００６１】
　上記の実施例では、トレーダー嗜好42は、設定可能なレベル、即ち、70,000,000単位に
等しいように注文価格入力26の表示部分を設定するために取引プラットフォーム18を方向
付ける。ある実施形態では、トレーダー嗜好42は、注文価格入力26に関連する全量の設定
可能な割合に基づいて、現在の市場データに基づいて、又は適切な基準の何れかの数及び
組み合わせに基づいて、注文価格入力26の表示部分を決定するように取引プラットフォー
ム18を方向付けることが可能である。ある実施形態では、取引プラットフォーム18は、複
数の価格レベル間に、注文価格入力26の表示部分及び／又は保持部分を分配することが可
能である。例えば、上記の実施例を参照するに、トレーダー嗜好42は、注文価格入力26の
表示部分の半分は、単位当たり$2.00の入札価格に公開される必要があり、他の半分は、
単位当たり$2.10の入札価格に公開される必要がある。
【００６２】
　上記の実施例は、本発明の特定の実施形態を例示するように、特定の量、割合及び通貨
量を用いているが、何れの量、割合、通貨量又は他の適切な基準が、本発明の機能又は動
作を変えることなく、用いられることが理解できるであろう。
【００６３】
　ここで説明している実施形態は、重要な技術的な有利点を提供する。種々の実施形態は
、それらの有利点を有しない、一部を、又は全部を有することが可能である。一有利点は
、取引システム10は待ち時間に対してトレーダー12を保護することである。特に、取引シ
ステム10は、トレーダー12からの取引注文24及び／又は注文価格入力26を処理するのに掛
かる時間量は短いことが可能である。しかしながら、市場には、価格における急激な変化
が存在している。トレーダー12が取引注文24及び／又は注文価格入力26を提示した直後に
、市場が変化した場合、そのトレーダー12は、不所望の価格での取引に晒される。他のト
レーダー12に取引注文24及び／又は注文価格入力26の全てより少なくトレーダー12が最初
に公開することを可能にすることにより、本発明の実施形態は、待ち時間に対してトレー
ダー12を保護し、市場に移行させる。
【００６４】
　他の有利点は、取引プラットフォーム18が、特定のトレーダー12と、その特定のトレー
ダー12が取引をしたいと思わない他のトレーダー12との間の取引を回避するように、特定
のトレーダー12に関するトレーダーリスト44を使用するように動作可能であることである
。ある実施形態では、トレーダー12は、迷惑な種類の取引及び／又は利益が見込まれない
取引を回避するように、トレーダーリスト44を使用することが可能である。それ故、トレ
ーダーリスト44は、取引に関連するリスクの管理においてトレーダー12を支援することが
できる。
【００６５】
　ある実施形態では、取引プラットフォーム18は、能動的注文価格入力26であるように特
定のトレーダー12からの注文価格入力26を設定することが可能である。同様に、取引プラ
ットフォーム18は、能動的取引注文24であるように特定のトレーダー12からの取引注文24
を設定することが可能である。特に、取引プラットフォーム18は、1つ以上の設定可能な
条件が取引システム10に生じるまで、トレーダー12から取引注文24を受信し、それらの取
引注文24を保持することが可能である。例えば、トレーダー12は、取引プラットフォーム
18が取引注文24を公開する、又は1つ以上のコントラ(contra)取引注文24を能動化するよ
うに取引注文24を使用することが可能である。
【００６６】
　実施例としては、トレーダー12ｗは、取引プラットフォーム18に株Aの1,000,000口を購



(20) JP 6538251 B2 2019.7.3

10

20

30

40

50

入するように取引注文24を提示する。更に、トレーダー12ｗは、市場での株Ａについての
一口当たりの価格が$50.00に達するまで、取引注文24を公開しないように、その後、能動
的取引注文(aggressive　trading　order)24として取引注文24を提示するように、トレー
ダー嗜好42を提示する。この実施例では、取引プラットフォーム18は、メモリ34に、取引
注文24及びトレーダー嗜好42を格納する。続いて、取引プラットフォーム18は、株Ａにつ
いての一口当たりの価格が$50.00に達したことを検出する。その結果、取引プラットフォ
ーム18は、取引システム10で株Ａの入手可能な量に対して能動化するようにトレーダー12
wの取引注文24を提示する。従って、取引プラットフォーム18は、取引プラットフォーム1
8がコントラ取引注文24を能動化するように取引注文24を公開する及び／又は取引注文24
を使用する前に生じる必要がある設定可能な条件をトレーダー12が提示することを可能に
する。それにより、取引プラットフォーム18は、特定のトレーダー12により所望される条
件が市場に存在するようになるまで、特定の取引注文24及び／又は特定のトレーダー12か
らの注文価格入力26が他のトレーダー12に対して公開されない可能性を高くすることが可
能である。
【００６７】
　ある実施形態では、取引プラットフォーム18は、能動的注文価格入力26及び／又は能動
的取引注文24を処理するトレーダーリスト44を用いることが可能である。例えば、第１ト
レーダー12からの能動的注文価格入力26を受信するとき、取引プラットフォーム18は、第
１トレーダー12が特定トレーダーリスト44に関連することを判定することが可能である。
この実施例では、特定トレーダーリスト44は、第3トレーダーを指定するが、第２トレー
ダー12を指定しない。特定トレーダーリスト44に基づいて、取引プラットフォーム18は、
第２トレーダー１２からの１つ又はそれ以上の取引注文に対して能動化するように、その
能動的注文価格入力26を用いることが可能である。しかしながら、特定トレーダーリスト
44は第3トレーダー12を指定するため、取引プラットフォーム18は、その能動的注文価格
入力26が第3トレーダー12からの取引注文24に対して能動化しないようにすることが可能
である。従って、取引プラットフォーム18は、能動的注文価格入力26及び／又は能動的取
引注文24を処理するように取引リスト44を用いることが可能である。
【００６８】
　図５は、特定の実施形態にしたがって、特定取引注文24の表示部分及び保持部分を処理
するフローチャートである。その方法は、取引プラットフォーム18が特定トレーダー12か
ら取引注文24を受信するとき、ステップ502から開始する。ある実施形態では、取引注文2
4は、特定の取引商品の全量に関連付けられることが可能である。特定トレーダー12は、
一人又はそれ以上のトレーダー12を指定する取引リスト44に関連付けられることが可能で
ある。
【００６９】
　ステップ504では、取引プラットフォーム18は、取引注文24に関連する注文量の第１部
分及び第２部分を指定する。第１部分及び第２部分の決定は、特定トレーダー12に関連す
る1つ又はそれ以上のトレーダー嗜好42の少なくとも一部に基づくことが可能である。ス
テップ506では、取引プラットフォーム18は、取引システム10で複数のトレーダーリスト1
2に注文量の第１部分を公開する。ステップ508では、取引プラットフォーム18は、設定可
能な条件が満たされたかどうかを判定する。設定可能な条件は、特定トレーダー12に関連
する1つ又はそれ以上のトレーダー嗜好42に基づくことが可能である。取引プラットフォ
ーム18が、ステップ508において、設定可能な条件が満たされたことを判定する場合、取
引プラットフォーム18は、特定トレーダー12に関連するトレーダーリスト44により指定さ
れない一人又はそれ以上のトレーダー12に対して注文量の第２部分を公開する。ステップ
512では、取引プラットフォーム18は、トレーダーリスト44により指定されたトレーダー
リスト12に対する注文量の第２部分の公開を回避する。
【００７０】
　ステップ508で、取引プラットフォーム18が、設定可能な条件が満たされていないこと
を判定した場合、取引プラットフォーム18は、ステップ５１４で、設定可能な期間（例え
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ば、設定可能な条件が生じるようにする）が経過したかどうかを判定する。取引プラット
フォーム18が、ステップ514で、設定可能な期間が経過していないと判定した場合、取引
プラットフォーム18は、ステップ508に戻ることが可能である。しかしながら、取引プラ
ットフォーム18が、ステップ514で、設定可能な期間が経過していると判定した場合、そ
の方法は終了する。
【００７１】
　本発明について、複数の実施形態において説明しているが、多数の変更及び変形が当業
者に示唆されている。本発明は、同時提出の特許請求の範囲における範囲内にある変更及
び変形を包含するように意図されている。
【符号の説明】
【００７２】
１０　取引システム
１２　トレーダー
１４　端末
１５　フェースサーバ
１８　取引プラットフォーム
２０　通信ネットワーク
２４　取引注文
２６　注文価格入力
３２　プロセッサ
３４　メモリ
３６　ルール
３８　トレーダープロファイル
４０　市場センタ
４２　トレーダーの好み
４４　トレーダーリスト
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